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新 井 本日は会計基準の将来展望を語ると

いうテーマで、金融庁総務企画局総務課長、前

企業開示課長の三井秀範様をお招きして、企業

会計基準委員会（ASBJ）の西川郁生委員長、

加藤 厚副委員長を交えてお話しいただくこと

とします。進行は、ASBJ副委員長で広報担当

を務めます新井武広が担当します。なお、私も

適宜議論に参加したいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。

まず、我が国の会計基準の将来展望を考える

に当たり、やはり昨年6月に企業会計審議会か

ら公表された「我が国における国際会計基準の

取扱いに関する意見書（中間報告）」（以下「中

間報告」という。）で示されたロード・マップ

が基本になると思います。

また、私どもASBJでは、かねてから委員改

選時に中期運営方針を策定・公表してきました

が、本年6月に、このロード・マップを踏まえ、

新たな中期運営方針を公表しました。今回公表

した中期運営方針の特徴としては、2つの柱か

らなります。1つは、ロード・マップに示され

たターニング・ポイントであると考えられる

2012年までを1つの目安とした、国際会計基

準審議会（IASB）との東京合意や企業会計審議

会の中間報告を踏まえた対応であります。もう

1つは、 上場会社への国際財務報告基準

（IFRS）の強制適用を見据えた会計基準設定主

体の在り方の研究です。

本日は、中間報告や中期運営方針に沿って会

計基準の将来展望について、それぞれのお立場

からお話を伺いたいと考えています。

� 連結先行（ダイナミック・アプローチ）に

ついて

新 井 まずはIFRSの円滑な導入に向けた

対応に関係しますが、日本基準とIFRSとのコ

ンバージェンスをどのように進めていくのかと

いうテーマでお話しいただきたいと思います。

昨年、中間報告においてロード・マップが示

されたことで、我が国でも一気にIFRSへの関

心が高まり、また、コンバージェンスを進める

私どもの活動への注目も高まってきたわけです

が、結果として懸念や誤解に基づく批判なども

出てきているところだと思います。

このテーマで最初に取り上げたいのは、コン

バージェンスを進めるに当たっての実務上の工

夫としての、いわゆる連結先行（ダイナミック・

アプローチ）についてです。見方を変えると個
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別財務諸表についてIFRSとのコンバージェン

スをどのように進めていくのかということにな

ります。ASBJでは、包括利益の表示の会計基

準の開発をしている中で、この点がクローズアッ

プされ、IFRSとの既存の差異である開発費の

資産計上やのれんの非償却など、無形資産や企

業結合の会計基準の開発にあたっても、個別財

務諸表の取扱いが重要な検討事項となっていま

す。

今般開催された企業会計審議会の総会の中で、

どのような点が確認されたのか、また、そもそ

も連結先行（ダイナミック・アプローチ）を採

用しようとする狙いなどについて、あらためて

三井さんからご説明いただけますでしょうか。

三 井 まず、そもそもの連結先行の考え方

についてですが、昨年6月に企業会計審議会が

公表した「中間報告」に記載があります。「中

間報告」では、コンバージェンスは国際的に避

けて通れないというか、乗り越えていかざるを

得ない大きな課題であると、一方で、コンバー

ジェンスの推進には、これまでの会計を巡る実

務、商慣行、取引関係、会社法や税との関係な

ど調整を要する様々な課題が存在します。こう

いう状況の下で、コンバージェンスを着実に進

めていくための実務上の工夫として「連結先行」

の考え方が示され、現状、私どもは、「ダイナ

ミック・アプローチ」と申しておりますが、こ

ういった考え方で対応してはどうかということ

を提言いただいたものです。

8月3日に、企業会計審議会の総会が開催さ

れ、単体財務諸表に係る会計のコンバージェン

スの在り方に関して、安藤会長による議論の取

りまとめが行われました。

連結と単体の関係については、①連結の会計

基準は、東京合意に沿って、コンバージェンス

を着実に実施。②連結と単体の関係は、「中間

報告」のとおり、「連結先行」ないし「ダイナ

ミック・アプローチ」。連結と単体のズレの期

間・幅は、経営や内外の会計を巡る諸条件（税、

会社法を含む）により大きく異なる、③この連

結と単体の関係についてのアプローチは、

IFRSの強制適用が行われた場合でも、基本的

にあてはまるもの、④今後も引き続き、IASB

に対し、我が国としての経営実務などを踏まえ

た会計の考え方等の意見発信が重要である、と

いった確認が行われました。

新 井 ありがとうございました。ただ今の

三井さんからのご説明について、実際に個々の

会計基準のコンバージェンスに向けた作業を進

めているASBJの立場から西川さんお願いしま

す。

西 川 今回の審議会が終わったところで記

者会見で出された安藤先生の会長発言は、大変

よくまとまっているという印象を持っています。

連と単を一致すること、分離することに伴うコ

スト・ベネフィットを考慮するというのは、私

どもの検討会でケースごとに検討した懸念と同

じ切り口と思っております。

振り返ってみますと、私どものASBJの包括

利益の会計基準の開発中でしたが、公開草案も

過ぎて最終議決に近づいた段階で、包括利益を

単体財務諸表に表示することへの反対論、ある

いはその段階で単体表示を決めることへの反対

論が湧きあがってきました。結果的に、最終議

決を少し遅らせるとともに、ASBJ内に連結先

行に関する検討会を設置することとなりました。

そこでは、ASBJ委員に加え、作成者、利用

者から若干名の方に加わっていただき、包括利

益も含め、個々の基準を想定して連結先行に関

する意見交換をしました。しかし、そこでの議

論の中で、連結先行の前提として、連結財務諸

表と単体財務諸表はどのように違うのか。特に

制度的に、金融商品取引法上、単体財務諸表は

どう位置づけられるべきか明確でないと、連結

先行の結論を出していくことができないという

意見が、作成者のメンバーから出たのです。制
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度的な議論を含んでおり、三井課長が検討会の

オブザーバーとして出ていただいていたことも

あり、早い機会に審議会に検討の場を移すこと

となったと理解しています。

審議会の議論を経て連結先行の考え方が改め

て確認され、具体的な基準作りを担うASBJに

戻ってきたわけですが、もともと連結先行は基

準開発のプロセスの結果生じるものですから、

最終的にASBJが判断すべき立場にあるわけで、

今回の内容は全く普通の結論と思っております。

審議会の議論の過程で、検討会で取り上げた連

結先行の個々のテーマでの検討を、題材として

議論のテーブルに載せてはおりますが、審議会

は、個々の連結先行についての判断の方向性を

出してもらうための審議の場ではないというこ

とは始めから申し上げていたところです。さて、

会長発言にある財務会計基準機構（FASF）萩

原理事長の発言の各ステークホルダーによるバッ

クアップ強化のための方策に関してですが、

ASBJの独立性を守りつつ、関係者の意見を幅

広く十分に聞いていかなければならないと思っ

ています。

新 井 ありがとうございました。いずれに

しても、連結先行の考え方を導入せず、今後の

コンバージェンスを円滑に進めていくことは困

難であり、連結財務諸表と個別財務諸表で作成

の基礎となる会計基準が一致していることが望

ましいという基本的な考え方は堅持しつつも、

いわゆるスナップショットとしての局面、局面

においてはズレが生じることを許容していかな

ければいけないということだと思います。過度

期における実務上の対応として、これが長期間

にわたるのか、短期間で終了するのかわかりま

せんが、市場関係者の理解を促していくことが

重要なのではないでしょうか。

� MoU項目のコンバージェンス・プロジェ

クトの行方

新 井 それではIFRSとのコンバージェン

スに絡んで、次のテーマに移らせていただきた

いと思います。

ASBJでは 2007年 8月の東京合意に基づい

て、2011年 6月 30日までに日本基準と IFRS

との間の既存の差異の解消を図ること、MoU項

目についてはIASBのプロジェクトに対応しな

がら同時並行的に会計基準の開発を進めること

の2つのステップでコンバージェンス作業を進

めています。

特に後者は、米国の会計基準設定主体である

米国財務会計基準審議会（FASB）とIASBと

の間のMoUに基づくコンバージェンスの進展

が私どもの作業内容にも影響することとなるこ

とから、両者の動向が目の離せないものとなっ

ています。

こうした中、この6月にFASBとIASBとの

間でプロジェクトに関する進捗状況表（プログ

レス・レポート）が更新され、プロジェクトの

進め方に優先順位をつけた結果、財務諸表の表

示プロジェクトや負債と資本の区分プロジェク

トなどは遅れが生じることを許容することとなっ

たようです。米国が最終的にIFRSとどのよう

にコンバージェンスを進め、あるいは米国国内

の会社にIFRSをどのように適用を認めていく

のかというのは、我が国のコンバージェンスに

向けた作業に大きな影響を与えるものと思われ

ます。この辺りの動向について、6月に米国の

政策当局とも意見交換された三井さんのご意見

あるいはご観測をお聞きしたいのですが、いか

がでしょうか。

三 井 もともと米国の証券規制当局である

米国証券取引委員会（SEC）は2008年11月に

IFRS強制適用に向けた、いわゆる「ロード・

マップ」を公表し、2014年以降段階的にIFRS

を強制適用する方向性を示しておりました。
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その後、金融危機やSEC委員長の交代等い

ろいろとあり、SECは本年2月に改めてIFRS

の強制適用の決定に向けたワークプランを策定

し公表しました。これによれば、今後SECに

おいてIFRSの強制適用の是非についての具体

的な検討を進め2011年に結論を出す方向性を

示しています。また、この検討状況は定期的に

アップデートすることとされておりまして、最

初のアップデートは2010年10月までにされる

予定です。なお、このワークプランでは強制適

用の時期が2008年のロード・マップと比べて

若干遅れ、2015年ないし2016年と記載されて

います。

本年の6月2日に、IASBとFASBコンバー

ジェンスのスケジュールを後ろ倒しすることを

公表したのですが、同日米国SECのシャピロ

委員長は声明を公表し、今回のIASBとFASB

によるコンバージェンス・スケジュールの後ろ

倒しはSECによるIFRSの強制適用の決定に向

けた作業には影響しないであろうこと、したがっ

て、SECが IFRSの強制適用の是非を 2011年

に決定するという予定には影響しないであろう

ということに言及しています。

6月末に米国でSECと政策協議をした際に、

コンバージェンス・スケジュールの遅れが米国

におけるIFRSの採用に対してどのような影響

があるのか意見を聞きましたが、SEC側はシャ

ピロ委員長の声明どおりのスタンスを強調して

いました。

新 井 ありがとうございます。基本的に米

国としては、多少の時間的な遅延はあったとし

ても単一で高品質な会計基準を開発するという

G20の首脳声明に沿ってIFRSの導入を進める

ということでしょうか。

ASBJとしてはプロジェクト計画表を公表し、

今後の議論の動向を関係者にあらかじめ提示す

るということをしていますが、今回のプログレ

ス・レポートを受け、ASBJとしてどのように

作業を進めていこうとしていますか。

西 川 IASB/FASBの MoUプロジェクト

とのコンバージェンス・プロジェクトはこれま

でにない困難を伴っています。コンバージェン

スの対象がムービング・ターゲットであり、彼

らが毎月共同で会議をするとなれば、ASBJの

スタッフは、この議論をずっと追っかけていく

わけです。論点整理、公開草案という節目でいっ

たん動かなくなった状態のところだけを見てこ

ちらの議論をしているのではないのです。それ

らのドキュメント以降、考え方が動かなくなる

わけではなくて、その後の議論でどんどん動い

ていってしまうためで、次に動かなくなるまで

待っているとこちらの議論が遅れてしまうとい

う状況なわけです。彼らの議論の量にも限界が

あるはずだし、ASBJのスタッフのフォローに

も限界があります。今回のプログレス・レポー

トで明らかになった状況は想定できたことです

し、現実的なことだと思って歓迎しています。

さらにいえば、納得のいくコンバージェンスを

進めるためには、もう一段、じっくりと進める

べきところがあると思っています。

プログレス・レポートでは優先的に扱う項目

として金融商品、収益、リース、その他の包括
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利益の表示、これにMoU以外ですが保険を上

げています。つまり、これらが予定どおり

2011年6月に終わることが重要と位置付けて

います。金融商品については、現段階では

IASBとFASBがダイバージェンスの状態なの

で、両者が完成してからではなく、完成前にコ

ンバージェンスに向けた調整を是非してほしい

と思います。今のような差異のある状況では

G20の評価も懸念されます。

それから今回大きいのは、認識の中止、資本

の特徴を有する金融商品（負債と資本の区別）

の実質的な中断に加え、大プロジェクトであっ

た財務諸表の表示を遅らせる決定をしたことで

すね。このプロジェクトは大きな議論を呼んで

いましたから。包括利益の1計算書表示だけ先

に進めるというやり方は、包括利益の表示を先

行して開始する日本の進め方とも符合していま

す。

話を ASBJに戻しますと、4月に公表した

ASBJのプロジェクト計画表は、このプログレ

ス・レポートによって既に進め方として不可能

な部分が出てきています。したがって、もう一

度改訂したものを近々公表することを考えてい

ます。

新 井 金融商品については、 IASBと

FASBの対応が大きく異なると聞いていますが、

その点はいかがでしょうか。

加 藤 IASBは、まず2009年11月に、金

融資産の分類及び測定に関する IFRS9号を公

表しました。一方、FASBは現行の金融商品会

計基準を包括的に見直しする公開草案を2010

年5月に公表しました。しかし、ご指摘のよう

に、両者の内容には大きな隔たりがあります。

IASBは、公正価値と償却減価による2つの測

定方法を採用する混合属性モデルを採用してい

るのに対して、FASBはほぼ全面的な公正価値

測定に一本化しています。しかし、東京合意に

よるASBJのコンバージェンスの対象はIFRS

であること、及びIFSR9号の混合属性モデル

の方が日本の会計実務に即していること等の理

由により、ASBJは、日本の金融資産の分類及

び測定を IFRS9号とほぼ同じ内容に改訂する

方向性を示した検討状況の整理を公表しました。

また、減損に関する会計処理の変更の方向性

においても、現在のところ両者間に大きな隔た

りがあります。IASBが2009年11月に公表し

た公開草案では、予想損失モデル（Expected

lossmodel）を提案しているのに対して、FASB

は前述した公開草案の中では、現行の発生損失

モデル（Incurredlossmodel）を改善すること

を提案しています。ASBJとしての対応をどの

ようにするかについては、まだ決めていません。

今後のIASBとFASBの最終基準化を待って、

委員会における審議を経た上で方針を決めたい

と思っています。

金融商品会計のその他の分野、例えば、金融

負債の分類及び測定、ヘッジ会計、資産と負債

の相殺については、IASBとFASBの基準改訂

の方向性が明らかになった段階で、ASBJとし

ての対応方針を決めていきたいと思っています。

新 井 ありがとうございました。IASBと

FASBの動向が気になりますが、そもそも日本

としても上場会社の連結財務諸表に対して一定

の要件を満たした場合にIFRSの任意適用を開

始していますので、IFRSの利用国の立場から、

どのように自分たちの考えをIFRSの開発に生

かしていくかが重要なポイントであると思いま

す。

中期運営方針にもそのためのインフラとして、

国際的な会計人材の育成をASBJの役割の1つ

に掲げていますが、人材を育てていくためには

どのような対応が必要だとお考えでしょうか。

西 川 中期運営方針の中でも、ASBJと関

係諸団体の連携の必要性に触れているように、

ASBJは監査法人や企業で相当期間育てられた

方を一定期間、それも3年程度お借りして、基
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準作りに携わってもらうという方法が人材確保

の基本です。企業、4大法人とも継続的に人員

を供給してくださるという関係にありますので、

出向で来ていただいた方が優秀で、かつ、この

業務に最適であるとしても、引き抜いてしまう

ことは信義上できません。最近は、国際的な分

野に強い方を優先的にということで、出向元に

お願いしています。

現状を申しますと、ASBJの仕事ではなく、

国際的な活動をしているスタッフは5名おりま

して、1名がFASBの国際研究員、2名がIASB

の研究員でロンドン駐在です。2名がIASBの

研究員で特定プロジェクトに携わって出張ベー

スで関わっています。そのうち、1名の方は日

銀からの出向の方で、あとは公認会計士です。

IASBの日本人駐在者は、ASBJを通じてとい

うことではなかった人も含め、過去に数人おり

ます。スタッフとしてボード用のペーパーをプ

ロジェクトの責任者的な立場に立って用意し、

一人前と認められれば、将来IASBのボード・

メンバーとなって、対等の議論をする資格はあ

ると思います。それができている人もいます。

この他、ASBJのスタッフは、先ほど申し上

げましたように、IASB、FASBの議論をフォ

ローし、年2回ずつIASB、FASBとの定期協

議のためのアジェンダ・ペーパー作りといった

作業があります。定期協議でも説明、議論に参

加しますので、過去には彼らの間にASBJの論

客として名を馳せたスタッフもおりました。ま

た、最近は、スタッフ間のメール、電話、ビデ

オ会議を通じたダイレクトなコミュニケーショ

ンも増えており、よい経験をしていると思いま

す。こんなところが現状です。

会計基準の議論は、かなり専門的で新しい用

語が次々に生み出されるので、会計に関して理

屈立てて考えられないと、新しい用語を消化し

きれなくなると思っています。しかも理屈立っ

た考えを、脳味噌の中で、しかも英語でそれを

しないといけない。勿論、英語の達人だけでも

だめでしょう。才能と鍛錬の両方が必要ですね。

将来に向かってのASBJの人材養成について

は、国際担当の加藤さんからお願いできますか。

加 藤 仮にIFRSの強制適用が決定された

暁には、ASBJの役割は、大きく変わっていか

ざるを得ないと思っています。IFRSが強制適

用されるということは、IFRS＝日本基準にな

るわけで、ASBJもIFRS作りの一端を直接担っ

ていく必要があります。それには、考えられる

方法はいくつかあると思われますが、例えば、

特定のプロジェクトのリーダーとして、草案作

りから最終基準化までのすべてのプロセスを取

りまとめて行くわけです。そのためには、

ASBJの委員及び研究員に求められることは、

英語力のみならず、国際的な観点からの企画力、

交渉力、統率力等を備えた国際的スペシャリス

トとしての資質だと思います。

2015年から強制適用が開始すると仮定した

場合には、今から段階的にASBJの委員及び研

究員を前述の資質を備えた国際的スペシャリス

トに置き換えて行き、2015年には、このよう

な人達によってIFRS対応が行われるようにす

べきだと思います。
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そして、このような人達は、外部から幅広く

募集して、採用後にIASBのプロジェクト参加

等を通して訓練して行くべきでしょう。そのた

めには、現在の委員や研究員の採用方法を、少

なくともIFRS担当者に関しては根本的に見直

す必要があります。監査法人を取り巻く最近の

環境や、産業界における状況を考慮すると、国

際的スペシャリストに成長する可能性を秘めた

人材が応募して来る可能性はかなり高いと思い

ます。

新 井 この点について、行政としても何か

対応をお考えでしょうか。

三 井 国際的な会計基準への貢献に関連し

た人材ということで、私が企業開示課長時代に

感じましたのは、そうした人材の「流動性」が

重要ではないかということです。すなわち、

ASBJの委員や研究員、加えて行政に出向され

た方も同様だと思いますが、企業や監査法人に

戻って、そのままではなく、実務を経験された

後に再度ASBJやIASBで活躍される、そうし

た人材を育てる環境を整備することが重要であ

ると感じました。

只今の加藤副委員長のお話やASBJの中期運

営方針に盛り込まれました人材育成方針とその

重要性についての考え方は、全くそのとおりで

あると考えます。金融庁としても、国際的な高

度会計人材の戦略的な育成は喫緊の課題である

と認識しており、最大限のサポートをしてまい

りたいと考えています。

新 井 ありがとうございました。

� 非上場会社に対する会計基準の在り方につ

いて

新 井 コンバージェンスの問題に関連して

もう一点、非上場の中小企業向けの会計基準に

関する話題について、少し触れてみたいと思い

ます。そもそも中間報告に示されたIFRS導入

に向けた対象は上場会社の連結財務諸表がメイ

ンです。会計基準の国際化に伴い、非上場会社、

特に中堅・中小企業から会計基準の国際化の影

響を回避し、最小限にとどめるべきという意見

が寄せられ、今年1月のIFRS対応会議からの

提言を受け、関係者が一堂に会した「非上場会

社の会計基準に関する懇談会」を今年3月に組

成し、この7月に一定の取りまとめをみたとこ

ろです。

この点について、懇談会に出席されていた三

井さんからご感想あるいは、他にもIFRS導入

を巡る誤解の払しょくの必要性についてご意見

を頂戴できますでしょうか。

三 井 まず、7月末の懇談会で取りまとめ

がなされたわけですが、懇談会等における関係

者のご尽力に敬意を表したいと思います。

今回ご議論になりました非上場会社について、

IFRSの適用との関係でいえば、非上場の会社

はIFRSを適用する必要はないということを再

度確認しておきたいと思います。この点は、金

融庁が本年4月に公表しました「国際会計基準

（IFRS）に関する誤解」においても明確にして

おり、取りまとめられた懇談会の報告書におい

ても、そうした考え方が明確にされていると思

います。

新 井 西川さんは、いかがでしょうか。

西 川 会計基準の国際化の影響を回避して、

年中見直すのではない安定的な基準を持ちたい

という中小企業の主張は理解できます。現在あ

る中小指針が難しいとおっしゃるのもよくわか

ります。今回、中小企業庁も研究会を開いて対

応がバラバラになるリスクがあったものが、両

者が協調して動く、という方向になってきて、

よかったと思います。関係者の皆様に感謝しま

す。実は、ASBJの有能な指揮官である新井副

委員長がこの懇談会の事務局リーダーとして、

進め方や参考人への説明などで飛び回っていま

した。ある時は1人で、ある時は島崎副座長と、

ある時はスタッフと、という具合で、相当時間
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を使っていたので、通常業務に支障が出ないか

心配しました。（笑）

実際の指針作りの段階で、中小企業団体に加

え、ASBJが参画する場合、IFRSとコンバー

ジェンスを進める日本基準から始まって、いく

つかの基準指針間に階層ができることになりま

すが、その間にはっきりしたゆがみや段差がで

きないように、何らかの繋がりを出すのが、

ASBJの果たすべき役割だと思います。今回の

場合は、それとともに、中小企業団体の指針作

りにかける思いを十分汲み取って進めることが

大事だと思っています。

新 井 ありがとうございます。懇談会の共

同事務局リーダーを務めていました私からひと

こと付言します。今回、非上場会社の会計に関

する者が一堂に会して活発に議論を行った結果、

非上場会社、とりわけ中小企業に適用される会

計指針については国際的なコンバージェンスの

影響を受けないものとするという共通認識が得

られました。そして、このことに加え、非上場

会社に適用される会計基準又は会計指針の全般

的なグランドデザインも示すことができました。

特に、中小企業の実態を踏まえて新たな区分を

設けて新たな指針を策定し、中小企業全般に企

業会計の考え方を浸透する方向性を示していま

す。今後は、中小企業庁の研究会での検討結果

も踏まえ、関係者において新しい区分の指針作

りや、現行の中小指針の見直し作業が行われる

ことになると思います。今回の報告書は、今後

の非上場会社の会計を進展していくうえで意義

深いものであると考えています。関係者のこれ

までのご協力に、この場を借りて感謝申し上げ

ます。

新 井 次に、中期運営方針において、もう

1つの柱として掲げています、将来のIFRS強

制適用を見据えたASBJの役割などについてお

話をいただきたいと思います。

将来、上場会社の連結財務諸表にIFRSの強

制適用が行われるということになれば、当然

ASBJの果たす役割や意義についても大きく変

化していくことが考えられます。

まず、既に本年3月期決算会社からIFRSの

任意適用がスタートしましたので、IFRSの任

意適用会社に対するASBJの取組みについてに

ついてお話しを伺いたいと思います。

この点について加藤さんからASBJとしてど

のような取組みを考えているかお話しいただけ

ますか。

加 藤 IFRSの任意適用が始まり、強制適

用が視野に入ってくると、ASBJの役割も自ず

と変わらざるを得なくなると思います。従来の

ような単なる基準作りから、IFRS適用会社に

対するアドバイスやアシスタントということも

重要な役割になってくると思われます。特に、

原則主義と言われるIFRSの適用においては、

その解釈や実務上のガイドラインに関して社会

に貢献することは必須になるでしょう。

このような役割を担うために、ASBJ内に
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IFRS実務対応グループを2009年10月に設置

しました。日本経団連のIFRS導入準備タスク

フォースと共同して、IFRS解釈上の問題等の

洗い出しや論点整理をして、IFRS実務グルー

プが窓口になってIASBのテクニカル・ディレ

クター等と相談します。

既に、退職給付信託に関する IAS19号の解

釈問題に関しては成果を挙げ、現在も有形固定

資産の減価償却方法や特定の国債の測定方法を

巡る論点、IFRSの初度適用に関する問題等の

解決に向けて積極的に取り組んでいます。

さらには、民間セクターとしてIFRS導入を

促進する目的で設置されたIFRS対応会議の活

動にも、ASBJは積極的に参画しています。こ

の活動において、日本の意見を集約してIASB

に発信するという点で、特に目覚しい成果を挙

げたのは、IFRS9号に日本の主張が大幅に取り

入れられたことだと思います。

また、IASBは、基準策定プロセスの一環と

して、最近はラウンド・テーブルやアウト・リー

チ等の意見聴取活動を活発に行っていますが、

ASBJはこれらの活動を積極的に支援しています。

年2回のASBJとIASBの定期協議に加えて、

以上のような活動を通じて、IASBに対する意

見発信はますます活発になっています。

新 井 この点について三井さんから何かコ

メントがございますか。

三 井 今後、コンバージェンスを着実に進

めていくためには、残された差異の項目や

IASBと FASBとの MoU項目などに積極的に

対応していただく必要があると考えています。

そうした際には、いま、加藤副委員長からもお

話がありましたが、有形固定資産の減価償却方

法など我が国の経営実務や慣行・それを踏まえ

た考え方等に照らして、IASBに対して、積極

的に意見発信していく必要がますます増えてく

るものと考えます。

新 井 ありがとうございます。将来的な

ASBJの役割について、もちろん不確定要素が

あるわけですが、仮に上場会社の連結財務諸表

へのIFRSの強制適用がスタートした場合には、

どのような役割を果たしていくことになるとお

考えでしょうか。

西 川 国内的には、会計監査対象の日本基

準についてはASBJが開発に当たる、これは従

来どおりです。中小指針や名称はこれからです

が、今回、新たな枠組みによって作られる指針

については参画する、また、中期運営方針に我

が国の会計制度全般に対して積極的な意見発信

するとありますが、これは、企業会計の外の分

野、例えば、公会計、非営利会計についても社

会的インフラ整備の役に立ちたいという思いが

あります。日本公認会計士協会など基準整備を

求めているところと連携しながら進めていく話

だと思います。これらの領域に進むには、FAS

F、ASBJに対する幅広い理解、FASFの資金の

集め方など課題があります。

IFRS関係では、アジア・オセアニア地域に

おけるリーダーシップの発揮がまずあります。

昨年発足したアジア・オセアニア基準設定主体

グループ（AOSSG）会議は1年経つごとに国

ごとの問 題点を把握でき、意見発信力を強め

ていくことが期待されます。そこでのリーダー

役としての日本の役割は重いと思います。

この他、中期運営方針が言及しているのは、

プロアクティブな研究活動や、適用状況の調査

などがあります。それからIFRSのエンドース

メントプロセスへの協力があります。ASBJの

欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）化みた

いな話で、三井さんの後任の方といずれ話さな

いといけませんが、現状まだ取り組んでいるこ

とが多いので、すぐに何かということではない

と思っています。

新 井 今、西川さんがアジア・オセアニア

地域のことに触れられましたが、中期運営方針

においても、アジア・オセアニア地域における
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リーダーシップの発揮が、今後ASBJが果たす

べき重要な役割の1つとして位置づけられてい

ます。この点について、もう少し具体的に説明

していただけますか。

加 藤 最近、DavidTweedie議長は、IFRS

導入を世界的に普及させるためには、アジア・

オセアニア地域がますます重要になってくると、

ことあるごとに強調しています。その背景には、

ヨーロッパにおいては政治的プレッシャーがま

すます強くなっていることや、IFRS9号のエン

ドースメント延期が象徴するようにIASBが意

図しているように事が運ばない現実に直面して

いることがあると思われます。一方、米国にお

いても、IFRSの導入が一時よりもトーンダウ

ンしている中にあって、アジア・オセアニア地

域におけるIFRS導入の機運は日増しに高まっ

ています。このような背景において、David

Tweedie議長は、日本がアジア・オセアニア地

域において果たす役割にも強く期待しています。

このような期待に応えるためにも、ASBJが

主催して第2回AOSSGの年次総会を9月に東

京で開催することになりました。20か国以上

の基準設定主体者及び DavidTweedie議長や

IASBボード・メンバー達が一同に会して、

MoUプロジェクト等に関する意見交換を行い

ます。

ASBJは、このような会議の開催等を通じて、

アジア・オセアニア地域におけるリーダーシッ

プを発揮して、この地域におけるIFRS普及に

貢献して行きたいと思います。

新 井 三井さんから、ASBJの果たす役割

について何かご意見はございますか。

三 井 仮に、上場会社の連結財務諸表への

IFRSの強制適用がスタートした場合でも、

ASBJの果たす重要性が減るわけではなく、私

は、むしろ、増えるのではないかと考えていま

す。ASBJの果たすべき役割については、西川

委員長からもお話がございましたが、私は、そ

の中で、IFRSの基準設定プロセスにおける役

割、特に、アジア・オセアニアの代表としてこ

れらの地域の意見をIFRSに反映していくとい

う役割をASBJに担っていくということをご期

待申し上げたいと思っています。

新 井 最後に三井さん、西川さんのお二方

から一言ずつ、我が国会計基準の将来展望とし

てどのような姿をイメージされているのかコメ

ントいただけますでしょうか。

三 井 企業会計審議会の中間報告にもあり

ますように、国際的な会計基準作りにおいて我

が国の考え方が大いに反映されるような体制作

りが大変重要であることが繰り返し強調されて

います。その際、先ほどもありましたように、

国際的で高度な会計人材を戦略的に育成するこ

とが重要であることは勿論ですが、主張する内

容としての会計基準の考え方について、我が国

企業・経済の実態のみならず、アジア・オセア

ニア地域全体でみても普遍的といえるような、

いわば、コスモポリタンな会計基準の考え方を

打ち出していくことを目指していく必要がある

と思います。いずれにいたしましても、アジア・

オセアニア地域全体、さらには世界の会計関係

者と連携しつつ、我が国の会計関係者が一丸と

なって取り組んでいくことが重要と考えます。

西 川 会計基準は社会的な影響が大きく、

国際的に高品質で、単一的なものが追求されて

います。三井さんのおっしゃるように日本が国

際的な基準作りの枠組みに参画して、日本の考

え方を反映させていくというときには、個々の

枝葉のところで頑張るというより、大きな議論

の部分で日本が骨組みになるような考え方を出

していくことが大事だと思っています。IASB

ができるまでは、会計基準の議論は米国が基準
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の方向性で舵を取り、他国が追随するという構

図でしたが、最近は、IASBと米国が協調しつ

つ、一方でまた競争している。そういう中で大

事なのは、これから主張していく日本の考え方

というのは、日本だけの利益を追及する議論で

なく、国際的にも正論といえるようなもの、コ

スモポリタンでしょうか、それを主張すること

が国益にもなるという。そのことの国内関係者

の共通理解が必要だと思います。

会計基準の正論というのも難しいものがあり

ますが、例えば、会計報告は、企業活動の実績、

成果を示すものですので、成果が忠実に示され

ているかという観点から、投資家にとって最も

納得性の高い解決を模索していくのだと思いま

す。幸い、収益認識の議論で、IASBは資産負

債アプローチといいつつも、最近は、実質的に、

収益とは何かという議論をせざるを得なくなっ

たと理解しています。収益や利益についての考

え方の整備はまだまだ開発途上であって、貢献

できる余地が大いにあると思います。

日本が貢献するためには、議論だけで説得す

ることは難しいので、個人レベルでも組織レベ

ルでも、各国の主要な人物、組織との緊密な関

係を構築して、協調的に動くといったことも重

要になると思います。そのような動きのできる

人材の育成は、日本人の言葉のハンディを考え

ると、官民挙げて有能な人材の発掘、本当に有

能な人間には長期的なキャリア作りへの協力を

していくことが大事だと思います。

新 井 ありがとうございます。G�20首脳

声明にも盛り込まれていますが、金融のグロー

バル化が進む中、単一で高品質な世界共通の会

計基準の開発を指向する動きは避けて通れない

ものと思われます。したがって、我が国におい

ても、その動きを能動的にとらえ、投資者にとっ

ても、企業にとっても理解が容易であり、かつ、

利用しやすいIFRSの開発がなされるように、

ASBJやIFRS対応会議が中心となって我が国

からのIASBへの意見発信や国際的な会計人材

の育成等がますます重要であると考えられます。

本日はお忙しい中、ありがとうございました。
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企業会計基準委員会 副委員長

新井 武広氏
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